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１ 開会（課長）

資料の確認、委嘱の説明、委員の出欠席の確認

２ あいさつ（副部長）

議事に入る前に、会長より副会長の指名。鴻巣市交通安全母の会 澤近委員を指名。

３ 議事（議長：会長 副部長、副会長 澤近委員）

議題（１）子育て支援を目的とした割引対象者の拡大について

－事務局より資料説明－

【質疑】

（委員）

ひなちゃんタクシーや乗合タクシーにお子様が乗られるときチャイルドシートみたいなも

のはどうしていらっしゃるのですか。

（事務局）

チャイルドシートの着用は義務ではありませんので、保護者の方が抱っこするなど、安全

な形をとってご乗車いただくようになっております。

（会長）

熊通タクシーさん、どうですか。詳細を。

（委員）

一般タクシーでは必要ないです。今まで要望やトラブルもないです。

（委員）

フラワー号だと、出産予定から２年後の月末までを有効期限とすると思うのですが、出産

予定日が月のギリギリであると、早く生まれたとか遅く生まれたとか、２歳の末日までとズ

レが出てくるケースがあると思うのですが、そういう場合は延長するとか、強制的に縮めら

れるとかそういうことはあるんですか。

（事務局）

現在も、実際の出生日に関わらず有効期限は出産予定日から１ヶ月後という形になってお

り、出生日により期限を延長したり縮めたりなどは行っていません。

出産後もう１回対象乳幼児の保護者として、特別乗車証の交付申請をし直していただくと

有効期限が出生日から２年後になるので、そのようにご案内していくことを考えております。
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（会長）

他の自治体の公共交通っていうのはどうなんでしょう。妊娠している方への支援は多いの

ではないでしょうか。

（委員）

鴻巣市さんは私が会議に参加しているなかでもすごい進んでいらっしゃる印象がありま

す。これ以上のものはないような気がします。

（会長）

先進事例ということで、今確認してるのはどこかありますか。

（事務局）

先進事例というのは東京都の中央区で、こちらはコミュニティバスでの支援になりますが、

２歳到達月までの乳幼児の保護者の方に無料乗車券をお配りしているとのことで、参考にさ

せていただいています。

（会長）

公共交通につきましては、恐らくどこの自治体も高齢者に対しては手厚く配慮している部

分が多いと思いますが、今回子育て世代への拡大になるのですが、この点ではどうですか。

（委員）

確かに高齢者に対しては、非常に親切な制度にしていただいているので、感謝してますよ。

ただ、高齢者でまだ制度を知らない方がいるので、いかに話をお伝えしてあげるかというこ

とが大切なのかなと。

（会長）

わかりました。

（委員）

確認ですが、これは基本的には乳幼児１人に対して、４人の候補があるんだとして、ひと

りきりのカードしか交付できないということですか。

（事務局）

お子様１人につき、保護者の方１人になります。

母親での登録が多いかと思いますが、ご家庭の事情に応じて父親・祖父母の方が登録とい

うのも可能です。
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（委員）

その都度変えることはできないですよね。

（事務局）

登録者の変更はできますが、その都度、今日だけ変えるということはできないです。

カードを交付したりしますので、一定の時間はいただくという感じになります。

（会長）

今のカードの話になると乗合タクシーの場合はどういった扱いになりますか。

（事務局）

乗合タクシーにつきましては、登録時点でどなたがどなたの保護者という限定はないです

が、乗るときに何か運賃が割引になるような証明書をお持ちいただくということが条件にな

ります。ひなちゃんタクシーのご登録がある方であれば、ひなちゃんタクシー利用登録証は

記名されているものになりますので、提示いただくと、ある程度特定したご利用ができると

考えております。

（会長）

実際の運用という部分で運行事業者の野中委員どうですか。

（委員）

現場の声としては、色々な割引制度がありますが、種類がいっぱいありすぎて。

カードを提示されても短時間の乗降の時間ですから、はっきり確認が取れないこともありま

す。無料だというのが一目瞭然で分かるようなシステムがあればいいなという気持ちは持っ

ています。

（事務局）

バスにつきましては、特別乗車証、このカードを見せれば無料です。

タクシーについては、利用登録証をご提示頂いてやるのがわかりやすい形になります。

乗合タクシーの割引につきましてもこちらを見せれば適用されますので、こちらが一番有

効なカードになります。

（会長）

利用者に対するサービスは向上しますが、その分やっぱり運行事業者には負担がかかると

いうことなので、その辺はわかりやすいように、データの管理も工夫してやりやすいように
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努めていきます。

あと、自治会等の地域で若い世代から公共交通に対して、何かありますか。高齢者中心に

なってしまいますか。

（委員）

若い人はほとんど自家用車が多いんじゃないですか。妊娠中や高齢者の方が主な対象者で

良いのではないでしょうか。

（会長）

他に質疑はありますか。

ないようですので、議題１「子育て支援を目的とした割引対象者の拡大について」、割引制

度の対象に対象乳幼児の保護者を加えること、またその運用及び令和６年度からの運賃利用

料金表について承認することとしてよろしいかお伺いします。よろしければ挙手をお願いい

たします。

ありがとうございます。挙手全員でしたので、原案のとおり決定させていただきます。

これをもちまして議事を終了いたします。

４ 閉 会


